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雇用保険制度の概要
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機密性○
雇用保険とは

雇⽤保険は、
① 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合 労働者① 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者

について雇⽤の継続が困難となる事由が⽣じた場合及び労働
者が⾃ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、⽣活及び雇
⽤の安定並びに就職の促進のために失業等給付を⽀給すると
ともに、

② 失業の予防 雇⽤状態の是正及び雇⽤機会の増⼤ 労働者② 失業の予防、雇⽤状態の是正及び雇⽤機会の増⼤、労働者
の能⼒の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るため
の⼆事業を⾏う、

雇⽤に関する総合的機能を有する制度である。
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雇⽤に関する総合的機能を有する制度である。



機密性○
雇用保険制度の概要（体系）

(a) 一般求職者給付（基本手当等）

Ⅱ

Ⅰ 求職者給付
(b) 高年齢求職者給付（高年齢求職者給付金）

国庫負担なし

(a)  一般求職者給付（基本手当等）
国庫負担1/4

失 業 等 給 付

*保険料は
労使折半

*国庫負担あり

Ⅱ 就職促進給付（就業促進手当等）

国庫負担なし

Ⅲ 教育訓練給付（教育訓練給付金）
(d) 日雇労働求職者給付（日雇労働求職者給付金）

国庫負担1/3

(c) 短期雇用特例求職者給付（特例一時金）
国庫負担1/4

国庫負担なし

雇用保険

国庫負担1/3

(a) 高年齢雇用継続給付
（高年齢雇用継続基本給付金等）

国庫負担なし

二 事 業
(c) 介護休業給付（介護休業給付金）

国庫負担 /

(b) 育児休業給付
国庫負担1/8Ⅳ 雇用継続給付

*保険料は事業主
負担のみ

*国庫負担なし

二 事 業

雇用安定事業（雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、労働移動支援助成金等）

国庫負担1/8

※ 当分の間 国庫負担の額は本来の負担額の55％に引き下げ
*保険料は

就 職 支 援 法 事 業
能力開発事業（キャリア形成促進助成金、職業能力開発施設の設置・運営等）

※ 当分の間、国庫負担の額は本来の負担額の55％に引き下げ
労使折半

*国庫負担1/2
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適⽤事業及び被保険者について適⽤事業及び被保険者について

機密性○
雇用保険の適用事業及び被保険者

適⽤事業及び被保険者について適⽤事業及び被保険者について

○雇⽤保険は、⼀部の事業（農林⽔産業の個⼈事業で常時５⼈以上を雇⽤する事業以外＝暫定任意
適⽤事業）を除き、労働者が雇⽤される事業を強制適⽤事業としている。【法５】⽤事業） 除 労働者 ⽤ 事業 強制 ⽤事業

○雇⽤保険の適⽤事業（※１）に雇⽤される労働者を被保険者としている。【法４Ⅰ】
＜適用除外＞【法６】
① １週間の所定労働時間が２０時間未満である者
② 同一の事業主に継続して３１日以上雇用されることが見込まれない者
③ 季節的に雇用される者（次頁（３）に該当する者を除く。）であって、４月以内の期間を定めて雇用さ③ 季節的に雇用される者（次頁（３）に該当する者を除く。）であって、４月以内の期間を定めて雇用さ

れる者又は一週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満である者
④ ６５歳に達した日以後に雇用される者（次頁（２）～（４）に該当する者を除く。）
⑤ 日雇労働者（※２）であって、適用区域（※３）に居住し適用事業に雇用される等の要件に該当しない者
⑥ 国、都道府県、市町村等に雇用される者⑥ 国、都道府県、市町村等に雇用される者
⑦ 昼間学生

※１ 労働者が雇用される事業（農林水産の事業のうち常時雇用する労働者の数が５人未満の個人事業は暫定任意適用事業）
※２ 日々雇用される者又は３０日以内の期間を定めて雇用される者
※３ 東京都の特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域で

あって、厚生労働大臣が指定するもの

・適⽤事業所数 2,056,657件（H24年度）
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, ,
・⼀般被保険者数 37,816,094⼈（H24年度）
・⾼年齢継続被保険者数 1,106,958⼈（H24年度）
・短期雇⽤特例被保険者数 90,812⼈（H24年度）
・⽇雇労働被保険者数 20,031⼈（H23年度）



被保険者の種類について被保険者の種類について

機密性○
雇用保険の適用事業及び被保険者

（１）⼀般被保険者
被保険者のうち（２）、（３）及び（４）以外の者

（２）⾼年齢継続被保険者【法37の２Ⅰ】（２）⾼年齢継続被保険者【法37の２Ⅰ】
同⼀の事業主の適⽤事業に65歳に達した⽇前から引き続いて雇⽤されている被保険者（（３）⼜

は（４）に該当しない者）

高年齢継続被保険者
65歳に達する以前より引き続き
同一の事業主の適用事業に雇用

６５歳

一般被保険者

（３）短期雇⽤特例被保険者【法38Ⅰ】
被保険者であって、季節的に雇⽤されるもののうち次のいずれにも該当しない者(（４）を除く)
① ４か月以内の期限を定めて雇用される者① ４か月以内の期限を定めて雇用される者
② 所定労働時間が２０時間以上３０時間未満である者

（４）⽇雇労働被保険者【法43Ⅰ】
被保険者である⽇雇労働者であって、次のいずれかに該当する者及び公共職業安定所⻑の認可を

受けた者をいう。
① 適用区域（※）に居住し、適用事業に雇用される者
② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③ 適用区域外の地域に居住し 適用区域外の地域にある適用事業であって厚生労働大臣が指定したものに雇③ 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって厚生労働大臣が指定したものに雇

用される者
※ 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域（厚生労働大臣が指定する区域を除く。）又はこれらに隣接する市

町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの
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失業等給付

求職者給付Ⅰ
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（１）基本⼿当【法13】

機密性○
一般求職者給付（基本手当等）Ⅰ（a）

（１）基本⼿当【法13】
○⼀般被保険者が失業した際、(ⅰ)(ⅱ)のいずれかに該当する場合に⽀給。

※４週間に１回、公共職業安定所において、失業状態にあることの認定を行う。

（ⅰ）⼀般被保険者が離職した場合

離職日１年前２年前

（ⅱ）倒産 解雇等による離職者⼜は有期労働契約が更新されなかったこと等による離職者で

離職日から２２年間に、被保険者期間が１２１２ヶ月以上ヶ月以上必要

（ⅱ）倒産、解雇等による離職者⼜は有期労働契約が更新されなかったこと等による離職者で、
(ⅰ)の条件で受給資格を得られない場合

離職日１年前２年前

離職日から１１年間に、被保険者期間が６６ヶ月以上ヶ月以上必要

注）「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかからず、

職業に就くことができない状態にあることをいう」（法４Ⅲ）
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・基本⼿当 受給者実⼈員 576,277⼈（H24年度）
・⾼年齢求職者給付⾦ 受給者数 181,380⼈（H24年度）
・特例⼀時⾦ 受給者数 132,690⼈（H24年度）
・⽇雇労働求職者給付⾦ 受給者実⼈員 11,324⼈（H23年度）



機密性○機密性○
一般求職者給付（基本手当等）Ⅰ（a）

○⽀給⽇額及び⽇数は、それぞれ離職前賃⾦や年齢、離職理由等によって変わる。

基本⼿当⽇額基本⼿当⽇額 = = 賃⾦⽇額賃⾦⽇額 ×× 給付率給付率

① 賃⾦⽇額の年齢別上限額（平成2４年８⽉１⽇〜） 【法17】
年齢区分 賃金日額賃金日額下限下限額額 賃金日額賃金日額上限上限額額

30歳未満 12,880 円

30歳以上45歳未満 14,310 円
2 320 円

45歳以上60歳未満 15,740 円

60歳以上65歳未満 15,020 円

2,320 円

② 基本⼿当の給付率【法16】
（60歳未満） （60歳以上65歳未満）

賃金日額 給付率給付率 基本手当日額基本手当日額

2,320  ‐ 4,640 円 80％ 1,856  ‐ 3,711 円

4,640 ‐ 11,740 円 80 ‐ 50％ 3,712 ‐ 5,870  円

賃金日額 給付率給付率 基本手当日額基本手当日額

2,320  ‐ 4,640 円 80％ 1,856  ‐ 3,711  円

4,640 ‐ 10,570 円 80 ‐ 45％ 3,712  ‐ 4,756  円

11,740 ‐ 15,740 円 50％ 5,870  ‐ 7,870  円 10,570 ‐ 15,020 円 45％ 4,756  ‐ 6,759  円
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機密性○

③ 給付⽇数（原則）【法22,23】

機密性○
一般求職者給付（基本手当等）Ⅰ（a）

(ｲ) 倒産、解雇等による離職者（(ﾊ)を除く）
１年未満１年未満 １年以上１年以上

５年未満５年未満
５年以上５年以上
１０年未満１０年未満

１０年以上１０年以上
２０年未満２０年未満

２０年以上２０年以上

区分

被保険者であった
期間

30 歳未満 90 日 120 日 180 日

30 歳以上 35 歳未満 90 日 180 日 210 日 240 日

35 歳以上 45 歳未満 90 日 180 日 240 日 270 日90 日

－

(ﾛ) 般の離職者（(ｲ)⼜は(ﾊ)以外の者）

45 歳以上 60 歳未満 180 日 240 日 270 日 330 日

60 歳以上 65 歳未満 150 日 180 日 210 日 240 日

(ﾛ) ⼀般の離職者（(ｲ)⼜は(ﾊ)以外の者）
１年未満１年未満 １年以上１年以上

５年未満５年未満
５年以上５年以上
１０年未満１０年未満

１０年以上１０年以上
２０年未満２０年未満

２０年以上２０年以上

全年齢

区分

被保険者であった
期間

※ 有期労働契約が更新されなかったこと等による離職者については、原則（ロ）の給付⽇数だが、
平成26年３⽉31⽇までは、暫定的に（イ）の給付⽇数となる。

(ﾊ) 就職困難な者（障害者等）

全年齢 90 日 90 日 120 日 150 日－

(ﾊ) 就職困難な者（障害者等）

１年未満１年未満 １年以上１年以上
５年未満５年未満

５年以上５年以上
１０年未満１０年未満

１０年以上１０年以上
２０年未満２０年未満

２０年以上２０年以上

区分

被保険者であった
期間

45 歳未満 300 日

45 歳以上 60 歳未満 360 日
150 日
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機密性○機密性○
一般求職者給付（基本手当等）Ⅰ（a）

④ 給付⽇数（特例）

(ⅰ) 訓練延⻑給付【法24】
受給資格者が公共職業安定所⻑の指⽰により公共職業訓練等を受講する場合受給資格者が公共職業安定所⻑の指⽰により公共職業訓練等を受講する場合

に、訓練終了までの間、所定給付⽇数を超えて基本⼿当が⽀給される。

(ⅱ) 広域延⻑給付【法25】(ⅱ) 広域延⻑給付【法25】
厚⽣労働⼤⾂が指定した地域において、広域職業紹介により職業のあっせん

を受けることが適当と公共職業安定所⻑が認定する受給資格者について、所定
給付⽇数を90⽇超えて基本⼿当が⽀給される。

(ⅲ) 全国延⻑給付【法27】
失業の状況が全国的に著しく悪化し、⼀定の基準（基本受給率４％超）を満

たす場合に、全ての受給資格者について所定給付⽇数を90⽇超えて基本⼿当がたす場合に、全ての受給資格者について所定給付⽇数を90⽇超えて基本⼿当が
⽀給される。

(ⅳ)個別延⻑給付【法附則５】（平成26年３⽉31⽇までの暫定措置）
倒産 解雇や労働契約が更新されなか たことによる受給資格者について倒産、解雇や労働契約が更新されなかったことによる受給資格者について、

⼀定の年齢、地域等を踏まえ、重点的に再就職の⽀援が必要であると公共職業
安定所⻑が認めた受給資格者に対して、所定給付⽇数を原則60⽇超えて基本⼿
当が⽀給される。
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当が⽀給される。



機密性○
一般求職者給付（基本手当等）Ⅰ（a）

（2）技能習得⼿当【法36】
基本⼿当の受給資格者が、公共職業安定所⻑の指⽰した公共職業訓練等を受ける場合に、その

公共職業訓練等を受ける期間について⽀給される。
・受講⼿当：⽇額500円（40⽇まで）
・通所⼿当：運賃相当額（注：通勤方法により手当額は異なる）

※ 基本手当の給付が制限されている期間においては、支給されない。

（3）寄宿⼿当【法36】
基本⼿当の受給資格者が、公共職業安定所⻑の指⽰した公共職業訓練等を受けるため、その者

により⽣計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について
⽀給される。（⽉額10,700円）
※１ 基本手当の給付が制限されている期間においては、支給されない。

※２ 「同居の親族」は、婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

（4）傷病⼿当【法37】
基本⼿当の受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後に、疾病⼜

は負傷のために職業に就くことができない場合、基本⼿当受給期間内の当該疾病⼜は負傷のため負傷 ため 職業 就く ができな 場合、基本⼿当受給期間内 当該疾病⼜ 負傷 ため
に基本⼿当の⽀給を受けることができないことの認定を受けた⽇について、⽀給される。（基本
⼿当の⽇額に相当する額）
※ 支給日数の限度は 疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないとの認定を受けた受給資格者の所定給付※ 支給日数の限度は、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないとの認定を受けた受給資格者の所定給付

日数から、当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いたものとなる。
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機密性○
高年齢求職者給付金、特例一時金及び日雇労働求職者給付金

（b）⾼年齢求職者給付⾦

Ⅰ（b）,（c）, （d）

（b）⾼年齢求職者給付⾦【法37の４】
⾼年齢継続被保険者が失業した場合であって、離職の⽇前１年間に被保険者期間６⽉以上ある

場合に、基本⼿当の⼀定⽇数分（30⽇⼜は50⽇分）の⼀時⾦が⽀給される。

（c）特例⼀時⾦【法40】
短期雇⽤特例被保険者が失業した場合であって、離職の前１年間に被保険者期間が６⽉以上あ

る場合に、基本⼿当⽇額の30⽇分（当分の間、40⽇分）の特例⼀時⾦が⽀給される。

（d）⽇雇労働求職者給付⾦【法45】
⽇雇労働被保険者が失業した場合であって、失業の⽇の属する⽉の前２⽉において通算して26

⽇分以上の印紙保険料が納付されている場合には、公共職業安定所において失業認定を⾏った上⽇分以上の印紙保険料が納付されている場合には、公共職業安定所において失業認定を⾏った上
で、⽇雇労働求職者給付⾦が⽀給される。
※１ なお、直近２月の各月に、同一事業主に18日以上雇用された場合又は同一の事業主に継続して31日以上雇用された場合は、

日雇労働者に該当しない（公共職業安定所長の認可を受けたときを除く）。
※２ 受給資格決定月における最大支給日数は 前２月間に貼付された印紙の枚数に応じて 13日（印紙26 31枚）から17日※２ 受給資格決定月における最大支給日数は、前２月間に貼付された印紙の枚数に応じて、13日（印紙26 ～ 31枚）から17日

（印紙44枚以上）までとなる。

等級・日数 給付金日額

①第１級印紙保険料を24日分以上納付 7 500円①第１級印紙保険料を24日分以上納付 7,500円

②第１級及び第２級印紙保険料を24日分以上納付（①を除く）

③第１級、第２級及び第３級印紙保険料を24日分以上納付（①、②を除く）
かつ

6,200円
かつ

第３級印紙保険料の算定納付日数≦第１級印紙保険料の納付日数×3/5

①、②、③以外 4,100円
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失業等給付

就職促進給付Ⅱ
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機密性○
就職促進給付

就業促進⼿当等【法56の３】

Ⅱ

就業促進⼿当等【法56の３】
イ 就業⼿当

受給資格者が職業に就いた場合であって、所定給付⽇数の３分の１以上かつ45⽇以上を残して
就業をした場合に、就業⽇ごとに基本⼿当⽇額（※）の30%相当額が⽀給される。就業をした場合に、就業⽇ごとに基本⼿当⽇額（※）の30%相当額が⽀給される。

※ロの対象とする就職を除く
※基本手当日額は5,870円（60～64歳は4,756円）を上限とする。

ロ 再就職⼿当ロ 再就職⼿当
受給資格者が安定した職業（１年超の雇⽤⾒込みのある職業等）に就いた場合であって、所定

給付⽇数の３分の１以上を残して再就職した場合には、⽀給残⽇数の50％に基本⼿当⽇額（※）を
乗じた額の⼀時⾦が⽀給される。

⽀給残⽇数が所定給付⽇数の３分の２以上の場合には、⽀給残⽇数の60％に基本⼿当⽇額を乗
じた⼀時⾦が⽀給される。

※基本手当日額は5,870円（60～64歳は4,756円）を上限とする。

ハ 常⽤就職⽀度⼿当
障害者、45歳以上の再就職援助計画対象者等が安定的な職業に再就職した場合であって、⽀給

残⽇数が所定給付⽇数の3分の１未満である者について、⽀給残⽇数の40％に基本⼿当⽇額（※）
が 給を乗じた額の⼀時⾦が⽀給される。

※ロの手当を受けられる場合を除く。
※基本手当日額は5,870円（60～64歳は4,756円）を上限とする。
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・就業⼿当 受給者実⼈員 3,002⼈（H24年度）
・再就職⼿当 受給者数 387,438⼈（H24年度）
・常⽤就職⽀度⼿当 受給者数 10,481⼈（H24年度）



失業等給付

教育訓練給付Ⅲ
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機密性○
教育訓練給付

教育訓練給付⾦【法60の２】

Ⅲ

教育訓練給付⾦【法60の２】
① ⽀給対象者

次のいずれかに該当し、⽀給要件期間（注１）が３年以上（注２）ある者であって、厚⽣労働⼤⾂
の指定する教育訓練を受け 修了した者の指定する教育訓練を受け、修了した者
(ｲ) 教育訓練を開始した⽇（基準⽇）に⼀般被保険者である者
(ﾛ) 基準⽇が⼀般被保険者でなくなってから１年以内（適⽤対象期間（注３）の延⻑が⾏われた

場合には最⼤４年以内）にある者場合には最⼤４年以内）にある者
注１）教育訓練を開始する日までの通算した被保険者であった期間。なお、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことが

ある場合は、支給に係る教育訓練を開始した日前の期間は、支給要件期間には算入されない。
注２）当分の間、初回に限り、１年以上で支給が受けられる。
注３）一般被保険者でなくなってから１年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対

象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、教育訓練の受講開始期限を延長することができる。

基準日過去の基準日
一般被保険者
でなくなった日

被保険者期間が、通算して３年以上(注２）必要
過去に受給した場合、当該基準日
以前の要件期間は算入しない(注１)

１年以内（注３）

② 給付額
教育訓練に要した費⽤の20％（上限10万円）
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・教育訓練給付 受給者数 130,218⼈（H24年度）



失業等給付

雇用継続給付Ⅳ
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機密性○
高年齢雇用継続給付

（a）⾼年齢雇⽤継続給付

Ⅳ（a）

（ ）⾼年齢雇⽤継続給付
基本⼿当を受給せずに雇⽤を継続する者に対して⽀給する「⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦」と基本⼿当を受給した

後再就職した者に対して⽀給する「⾼年齢再就職給付⾦」の⼆つの給付⾦がある。
① ⽀給対象者

(ｲ) ⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦【法61】(ｲ) ⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦【法61】
被保険者であった期間が５年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各⽉に⽀払わ
れる賃⾦が原則として60歳時点の賃⾦額の75％未満となった状態で雇⽤を継続する⾼年齢者

(ﾛ) ⾼年齢再就職給付⾦【法61の２】
基本⼿当を受給した後 60歳以後に再就職して 再就職後の各⽉に⽀払われる賃⾦額が基本⼿当の基準基本⼿当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各⽉に⽀払われる賃⾦額が基本⼿当の基準
となった賃⾦⽇額を30倍した額の75％未満となった者で以下の要件を満たす者

a 基本手当についての被保険者であった期間が5年以上あること
b 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

安定 職業 就 被 険者c 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと
賃金額＋給付額 

75%

100% 
② 給付額

60歳以後の各⽉の賃⾦の15％
※賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15％を超え75％未満の場合
は逓減した率【右図参照】

70.15% 
75%

高年齢雇用継続給付

（０．１５Ｗ） 

は逓減した率【右図参照】
※賃金と給付の合計が月額34万3,396円を超える場合、超える額を減額

③ ⽀給期間
65歳に達するまでの期間

（注）同⼀の再就職について、再就職⼿当と⾼年齢再就職給付⾦
は併給されない。 賃金額 

賃金（Ｗ） 

61% 100% 75% 

※①(ﾛ)は、基本手当の支給残日数200日以上は２年間、100日以上は
１年間）

（注）パーセンテージは60歳時点の賃金に対する割合である。 
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・⾼年齢雇⽤継続給付 初回受給者数 188,726⼈（H24年度）



機密性○
育児休業給付及び介護休業給付Ⅳ（b） ,（c）

（b）育児休業給付【法61の４】
① ⽀給対象者

１歳（その⼦が1歳に達した⽇後の期間について休業することが雇⽤の継続のために特に必要
と認められる場合には1歳半）未満の⼦を養育するため育児休業をした被保険者であって、育児
休業開始前２年間にみなし被保険者期間（賃⾦⽀払の基礎となった⽇数が11⽇以上ある⽉）が
12⽉以上ある者

② ⽀給額
休業開始時賃⾦⽇額の50％相当額を⽀給（当分の間の措置。本来は40％相当額）
※賃金と給付の合計額が休業開始時賃金日額の80％を超える場合は、超える額を減額

（c）介護休業給付【法61の６】
① ⽀給対象者

家族の介護を⾏うため介護休業をした被保険者であって 介護休業開始前２年間にみなし被家族の介護を⾏うため介護休業をした被保険者であって、介護休業開始前２年間にみなし被
保険者期間が12⽉以上ある者

② ⽀給額
休業開始時賃⾦⽇額の40％相当額を⽀給休業開始時賃⾦⽇額の40％相当額を⽀給
※賃金と給付の合計額が休業開始時賃金日額の80％を超える場合は、超える額を減額
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・育児休業給付 初回受給者数 237,383⼈（H24年度）
・介護休業給付 受給者数 9,088⼈（H24年度）



雇用保険二事業
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機密性○
雇用保険二事業の概要

（1） 雇⽤安定事業【法62】
被保険者等に関し失業の予防を図るとともに、雇⽤状態の是正、雇⽤機会の増⼤

等雇⽤の安定を図るための事業等雇⽤の安定を図るための事業

○雇用調整助成金（失業予防に努める事業主を支援）
○特定求職者雇用開発助成金（就職困難者の雇入れを支援）特 職者雇 開 助成 （就職困難者 雇 援）
○地域雇用開発助成金（地域の雇用開発を支援）
○(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の設置、運営費（高齢者や障害者の雇用支援）

（2） 能⼒開発事業【法63】
職業訓練施設の整備、労働者の教育訓練受講の援助など、職業⽣活の全期間を通職業訓練施設の整備、労働者の教育訓練受講の援助など、職業⽣活の全期間を通

じた労働者の能⼒開発・向上を図るための事業

○(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の設置 運営費（公共職業訓練の実施）○(独)高齢 障害 求職者雇用支援機構の設置、運営費（公共職業訓練の実施）
○民間等を活用した効果的な職業訓練等の推進
○キャリア形成促進助成金

20



その他
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機密性○
就職支援法事業及び費用の負担

求職者求職者⽀援事業⽀援事業【法64】

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の⽀援に関する法律に基づき、職業訓練を⾏う者に対する助成や、特
定求職者に対し、職業訓練受講給付⾦の⽀給を⾏うことにより、特定求職者の就職の促進を図る。

費⽤の負担費⽤の負担
（１）保険料（１）保険料

○雇⽤保険料率：原則17.5/1000

○財政状況に照らして⼀定の要件（ｐ24参照）を満たす場合には、雇⽤保険料率を⼤⾂が変更可能（弾⼒条項）

失業等給付分： 14/1000（労使折半）
⼆事業分 ：3.5/1000（事業主負担）

○財政状況に照らして 定の要件（ｐ24参照）を満たす場合には、雇⽤保険料率を⼤⾂が変更可能（弾⼒条項）

＜平成25年度保険料率＞
事業主負担 労働者負担 計

失業等給付のための保険料及び就
職支援法事業のための保険料

5/1,000 5/1,000 10/1,000

二事業のための保険料 3.5/1,000 なし 3.5/1,000

計 8 5/1 000 5/1 000 13 5/1 000

（２） 国庫負担
① ⼀般求職者給付及び短期雇⽤特例求職者給付にあっては、これに要する費⽤の４分の１を負担する。
② ⽇雇労働求職者給付⾦にあっては、これに要する費⽤の３分の１を負担する。

計 8.5/1,000 5/1,000 13.5/1,000

② ⽇雇労働求職者給付⾦にあっては、これに要する費⽤の３分の１を負担する。
③ 育児休業給付及び介護休業給付にあっては、これに要する費⽤の８分の１を負担する。

※ ただし、当分の間、国庫負担の額は本来の負担額の５５％とされている。
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機密性○
失業等給付にかかる保険料率の推移

上限料率

2.0%

基本料率
1.8%

下限料率

1.4%

1.6% 下限料率

1.2%

1.0%

0.8%
実際の料率
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0.6%
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雇用保険料の弾力条項について（参考）

（（保険料収⼊＋国庫負担額） 失業等給付費等） ＋ 当該年度末積⽴⾦ ＋ 雇⽤保険⼆事業への繰⼊⾦残額 保険料率

失業等給付に係る弾⼒条項

２ ＜ 失業等給付費等
（（保険料収⼊＋国庫負担額）－失業等給付費等） ＋ 当該年度末積⽴⾦ ＋ 雇⽤保険⼆事業への繰⼊⾦残額 保険料率

引下げ可能
（→10/1000まで）

１ ＞ 失業等給付費等
（（保険料収⼊＋国庫負担額）－失業等給付費等） ＋ 当該年度末積⽴⾦ ＋ 雇⽤保険⼆事業への繰⼊⾦残額 保険料率

引上げ可能
（→18/1000まで）

雇⽤保険⼆事業に係る弾⼒条項

注：国庫負担額及び失業等給付費等には求職者支援事業に係るものを含む。

（保険料収⼊－⼆事業に要する費⽤） ＋ 当該年度末雇⽤安定資⾦ － 失業等給付の積⽴⾦からの受⼊⾦残額1 5 ＜ 保険料率
引下げ

雇⽤保険⼆事業に係る弾⼒条項

⼆事業に係る保険料収⼊1.5 ＜
（→3/1000まで）

引下げ

注：「雇用保険二事業への繰入金残額（失業等給付の積立金からの受入金残額）」
＝「失業等給付からの借入金（平成22年度～25年度に限る。）の総額」－「失業等給付の積立金への返済金の総額」
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積立金残高

積立金残高と受給者実人員の推移

12065,000

受給者実人員

実⼈員（万⼈）積⽴⾦（億円）

55,821
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(予算) (予算)(注１)平成21年度積⽴⾦残⾼には、船員保険特別会計から移換される2,215,725,000円が含まれている。
(注２)各残⾼には、翌年度に組み⼊れる⾦額が含まれている。


